
 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により岐阜県知事から

監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の

内容を次のとおり公表する。 
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１ 令和４年度随時監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 （単位：件） 

監査対象事務 
監査結果 

Ａ 

措置済 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※ 

Ｃ 

未措置 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

生産物の出納管理 2 1 1 0 

※「今回措置を講じたもの」については、令和４年 12月１日に知事から通知があったもの 

 

２ 随時監査の結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

 機関名 監査結果 講じた措置 

畜産研究所 生産物の管理事務において、

次のとおり不適正な事項が認め

られたので、速やかに措置され

たい。 

また、このほかにも「畜産研

究所各研究部における動物及

び生産製造品の会計事務処理

要領」に基づき備える帳簿の記

載不備や確認印漏れなどが散見

されたので、同要領に定める手

続き等について再度周知徹底さ

れ、今後は適正に処理されたい。 

１ 飛騨牛研究部における牛の

処理について、生産により取

得しているにもかかわらず、

取得物品引継書が作成され

ておらず、担当者から所長に

引継がれていないものがあっ

た。 

２ 豚の処理について、生産し

ているにもかかわらず、取得

物品引継書が作成されておら

ず、担当者から所長に引継が

れていないものがあった。ま

た、死亡しているにもかかわ

らず、動物供用整理簿に記載

されていないものがあった。 

３ 食卵の処理について、担当

指摘された事項については速

やかに処理を完了しており、今

後は「畜産研究所各研究部にお

ける動物及び生産製造品の会

計事務処理要領」（以下「処理

要領」という。）に定める手続

きについて、関係する職員に再

度周知し、再発防止に努める。 

 個々の指摘事項の対応につ

いては以下のとおり。 

１ 飛騨牛研究部において、牛

を生産により取得した場合、

その都度、命名、個体の測定、

耳標を取付けた後に引継ぎを

行っているが、５月下旬につ

いては一連の作業が遅れたた

め、要領に定める取得物品引

継書の作成や所長への引継

ぎが遅れたものである。 

  牛を生産により取得した場

合は、処理要領の手順に従い

速やかに取得物品引継書等

の関係書類を作成して所長

への引継ぎを行うよう関係す

る職員に周知した。 

当研究部においては、生産

した試験牛の遺伝子情報が重

要であるため、個体の特定に
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者が出荷・売却及び廃棄等の

処分をしたときは生産製造品

処分調書により所長へ報告

することとなっているが、そ

れがされていなかった。 

必要な命名や耳標の取付け作

業を速やかに行うこととし、

時間を要する個体の測定作業

等は、所長への引継後に整理

することで、生産から引継ぎ

までの期間の短縮を図った。 

２ 本項目及び次項目は、職員

間の引継ぎが不十分であった

ことによるものである。 

  職員会議等を通して、事務

引継ぎの重要性を全職員に

対し再度周知を行うとともに

生産により取得した時には、

養豚担当者が取得物品引継

書を作成し、速やかに共用主

任者及び管理調整担当者に

報告することで、供用整理簿、

物品登録調書を一緒に作成

し、漏れがないようにするよ

う関係職員に周知した。併せ

て職員に異動があった時は

「処理要領」を引継項目とし

生産製造品の会計事務につ

いて、後任者に確実に引継を

行うこととした。 

また、死亡の処理について

は、要領では「供用整理簿上

で整理し、１月分をまとめて

物品処分等調書を作成する

ことができる」となっている

ことから、供用主任者による

動物供用整理簿への記載並

びに担当部長及び分任出納

員の押印による確認徹底する

よう関係職員に周知した。 

さらに、管理調整担当者が

「家畜伝染病予防法第 52 条

に基づく報告徴求命令に対す
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る報告書」の報告頭数と供用

整理簿頭数に差異がないよう

日々確認することとした。 

３ 今後は、処理要領について

再度内容確認を行うととも

に、食卵については、出荷、

売却及び廃棄等に係る異動

事由を１月分まとめたうえで

生産製造品処分調書を作成

する例月処理であることか

ら、新たにチェックリストを

作成することで、作成漏れを

防ぐこととした。 

 


